
（３）高齢者虐待防止の推進 

★ 対象サービス…全サービス 

ア 虐待者の区分 

（ア）養護者による虐待…介護をしている家族、同居人等によるもの。 

（イ）養介護施設従事者による虐待…下記の施設・事業の職員によるもの。 

養介護施設 養介護事業 養介護施設従業者等

老人福祉法 

による規定 

・老人福祉施設 

・有料老人ホーム 
老人居宅生活支援事業 

左記の施設 

又は 

事業の業務に 

従事する者 

介護保険法 

による規定 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・介護療養型医療施設 

・介護医療院 

・地域密着型介護老人福祉施設

・地域包括支援センター 

・居宅サービス事業 

・地域密着型サービス事業

・居宅介護支援事業 

・介護予防サービス事業

・地域密着型介護予防サービス事業

・介護予防支援事業 

イ 養介護施設従事者等による高齢者虐待に該当する行為 

区分 内容 

身体的虐待 
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。

【例】介護がしやすいように、職員の都合でベッド等へ押さえつける。 

介護・世話の

放棄・放任 

高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置その他の高齢者を

養護すべき職務上の義務を怠ること。 

【例】入浴をしておらず異臭がする、髪・ひげ・爪が伸び放題、破れた服

を着せている等、日常的に著しく不衛生な状態で生活させる。 

心理的虐待 

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著

しい心的外傷を与える言動を行うこと。 

【例】他の利用者に高齢者や家族の悪口等を言いふらす。 

性的虐待 

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為を

させること。 

【例】排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下（上）半身を裸に

したり、下着のままで放置する。 

経済的虐待 
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上

の利益を得ること。 

高齢者虐待は、「人間の尊厳」を著しく侵害する行為であり、決してあってはならないも

のです。高齢者虐待防止法は、高齢者の虐待防止とともに、福祉・医療関係者に高齢者虐待

の早期発見等への協力を求めています。 

事業者の方には、虐待の未然防止を図って頂いておりますが、高齢者虐待事案、事故等が

発生した場合、速やかな報告を徹底してください。その後、発生原因等の分析と再発防止策

を講じ、効果についての評価を行うなど、虐待の再発防止に取り組むことが必要となります。
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【参考】厚生労働省 市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について（平成 30年３月改訂） 

ウ 早期発見、通報等 

養介護施設従事者等は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、

高齢者虐待の早期発見に努めなければならないとされています（高齢者虐待防止

法第５条）。 

また、当該従事者等は、養介護施設等において高齢者虐待を受けたと思われる

高齢者を発見した場合は、これを市町村に速やかに通報する義務があります（高

齢者虐待防止法第 21 条）。 

時間の経過に伴う虐待の深刻化を防ぐ観点からも、早期の発見・通報にご協力

ください。なお、市内の相談窓口は下記のとおりです。 

（ア）養護者による虐待の相談 

    ・お住まいの区の福祉事務所 

      葵福祉事務所   高齢介護課          電話 054－221－1089 

      駿河福祉事務所 高齢介護課          電話 054－287－8678 

      清水福祉事務所 高齢介護課          電話 054－354－2019 

      蒲原出張所（福祉係）             電話 054－385－7790 

・お住まいの地域を担当する地域包括支援センター 

・お住まいの地域を担当する保健福祉センター 

（イ）養介護施設従事者等による虐待の相談 

    ・地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係      電話 054－221－1203 

    ・高齢者福祉課 高齢者支援係           電話 054－221－1201 

    ・介護保険課 事業者指導第１係          電話 054－221－1088 

           事業者指導第２係          電話 054－221－1377 

エ 運営者による虐待の防止等のための措置 

養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、研修の実施や養介護施設従事

者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずることが義務付けられてい

ます（高齢者虐待防止法第 20条）。組織として虐待防止等の体制整備をお願いし

ます。 

オ 介護サービス事業者による虐待防止のための措置 

令和３年度の基準省令改正により、全ての介護サービス事業者を対象に、利

用者の人権擁護、虐待防止等の観点から、下記（ア）～（オ）の措置を講ずる

ことが義務付けられました。 

（※３年間の経過措置期間が設けられており、令和６年３月 31日までは努力義

務） 

   （ア）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催
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（イ）施設・事業所における虐待防止のための指針を整備

 （ウ）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施

   （エ）虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置

（オ）虐待の防止のための措置に関する事項を運営規程へ記載

（参考） 

・厚生労働省ホームページ 

 「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」の改訂に

ついて 

※厚生労働省老健局による高齢者虐待防止マニュアル（平成 30 年３月改訂版）を

掲載。 

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200478.html

・静岡市ホームページ 高齢者虐待について 

URL https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_003273.html

・高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（H17 年法第 124

号） 

（参考）根拠法令等（訪問介護の場合） 

Ｈ11 厚令 37 

第３条 １～２（略） 

３ 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制 

の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければな 

らない。 

Ｈ11 厚令 37 

第 29条 

  指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」という。）を定めておかなけ

ればならない。 

 一～六 （略） 

 七 虐待の防止のための措置に関する事項 

 八 （略） 

第 37 条の２ 

  指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる

措置を講じなければならない。 
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一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するととも

に、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修

を定期的に実施すること。 

四 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

Ｒ３省令９号附則第２条 

 この省令の施行の日[令和３年４月１日]から令和６年３月 31 日までの間、第１条の規定

による改正後の居宅サービス等基準（以下「新居宅サービス等基準」という。）第３条第３

項（中略）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じ

るように努めなければ」とし、新居宅サービス等基準第 29条（中略）の規定の適用につい

ては、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に

関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と「重要事項」とあるのは「重要事

項（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とする。 

Ｈ11 老企 25 第３ １ 

(31) 虐待の防止  

居宅基準第 37 条の２は、虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐待

は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及

ぼす可能性が極めて高く、指定訪問介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じな

ければならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 17 年法律第 

124 号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されているところであり、その実効性

を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の

防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止  

指定訪問介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけな 

がらサービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられていると

おり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、

従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な

対応等を正しく理解していることも重要である。 

 ・虐待等の早期発見  

指定訪問介護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ず

る事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要

な措置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられているこ
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とが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市

町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。  

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

 虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定

訪問介護事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等

に対する調査等に協力するよう努めることとする。 

 以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はそ

の再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２条において、

３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされて

いる。 

 ① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号）  

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場

合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広

い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に

開催することが必要である。また、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用するこ

とが望ましい。一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ

機微なものであることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき

情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 なお、

虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営す

ることとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサー

ビス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、虐待防止検討委員会は、

テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す

ること。虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することと

する。その際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止

策等）は、従業者に周知徹底を図る必要がある。  

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

  ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること  

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること  

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること  

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われ

るための方法に関すること  

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策

に関すること  

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること  

② 虐待の防止のための指針（第２号） 

指定訪問介護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を 

- 47 -



盛り込むこととする。  

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方  

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項  

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

 ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針  

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

 ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項  

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項  

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項  

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項  

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号）  

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎

的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定訪問介護事業所

における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。職員教育を組織的に徹底

させていくためには、当該指定訪問介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成

し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止

のための研修 を実施することが重要である。また、研修の実施内容についても記録す

ることが必要である。研修の実施は、事業所内での研修で差し支えない。  

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号）  

指定訪問介護事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げ

る措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者と

しては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。 
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